
第 23号 議 案
令 和 元 年 ８ 月 29日

任 用 給 与 課

「職員に関する条例」に対する人事委員会の意見聴取について

地方公務員法第５条第２項に基づき、令和元年８月27日付31議事第247号をもって東京都議会

議長より照会のあった議案（別添）に係る意見については、下記のとおり回答する。

記

議 案 名

１ 第１４２号議案 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

２ 第１４３号議案 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

３ 第１４４号議案 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

４ 第１４５号議案 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の一部を改正する条例

５ 第１５２号議案 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

６ 第１５３号議案 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に

勤務する講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例

意 見

異議ありません。
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１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

   成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。

項   目
該 当 条 文

内           容

給 与 の 支 給
第８条第３項

期 末 手 当
第21条第１項

勤 勉 手 当
第21条の２第１項

期末手当の不支給
第21条の２の２

第２号～第４号

【成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う規定整備】

地方公務員法第 16 条で定める欠格条項から成年被後見人等の規定が削除

されることに伴い、除外規定を削除

【文言整備】

禁錮
こ

→ 禁錮

施 行 期 日
附則

令和元年 12月 14 日

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

   「１」と同様の改正を行う。

３ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。

項   目
該 当 条 文

内           容

旅 費 の 支 給
第３条第３項

【地方公務員法の改正に伴う文言整備】

「第 16 条第２号から第５号まで」→「第 16 条各号」

施 行 期 日
附則

令和元年 12月 14 日
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４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による地方公務員法の改正等に伴い、所要の改正を行う。

項   目
該 当 条 文

内           容

懲戒免職等処分を

受けた場合等の退

職手当の支給制限
第17条第１項第２号

【成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う規定整備】

地方公務員法第 16 条で定める欠格条項から成年被後見人等の規定が削除

されることに伴い、除外規定を削除

文 言 整 備
第８条第２項第３号

第10条の２第１項

付則第29条

【文言整備】

○ 地方独立行政法人法の改正に伴う一般地方独立行政法人の定義規定

の改正   

「第８条第３項」→「第８条第１項第５号」

○ 一般地方独立行政法人定義規定の記載を第 10条の２第１項から第８

条第２項第３号に移行

○ 「平成 34 年３月 31 日」→「令和４年３月 31日」

施 行 期 日
附則

令和元年 12月 14 日

第８条第２項第３号、第 10 条の２第１項及び付則第 29 条の改正規定は公

布の日

５ 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例

    成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の

施行による地方公務員法の改正に伴い、所要の改正を行う。

項   目
該 当 条 文

内           容

期 末 手 当
第５条第１項

【成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う規定整備】

地方公務員法第 16 条で定める欠格条項から成年被後見人等の規定が削除

されることに伴い、該当規定を削除

文 言 整 備
改正条例附則

【文言整備】

「平成 32 年４月１日」→「令和２年４月１日」

施 行 期 日
附則

令和元年 12月 14 日
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６ 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務す

る講師の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

会計年度任用職員制度の導入等に伴い、所要の改正を行う。

項   目
該 当 条 文

内           容

用 語 の 定 義
第２条第２項
第３条（削除）

【時間講師における準常勤講師の設定廃止に伴う改正】

準常勤講師の定義、認定基準の規定を削除

勤 務 時 間 等
第４条第１項第２号
（新設）

【時間講師の勤務時間】

勤務時間に「授業の実施に付随する業務に要する時間」を追加

休 暇 の 付 与
第５条第１項

第２号

第３号

第４号

（新設）

第２項

【時間講師の休暇】

○ 病気休暇を廃止

○ 介護休暇、介護時間、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、

子どもの看護休暇、生理休暇、夏季休暇、短期の介護休暇を新たに付与

報 酬 の 額 等
第６条第１項

第２項

【時間講師の報酬の額】

時間を単位とし、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

第２条に定める額を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育

委員会規則で定める額の報酬を支給

【時間講師における準常勤講師の設定廃止に伴う改正】

準常勤講師の報酬に関する規定を削除

報 酬 の 減 額
第７条第１項

【時間講師の報酬の減額】

勤務時間中に勤務をしないときは、年次有給休暇、公民権行使等休暇、慶

弔休暇又は夏季休暇を承認された場合を除き、報酬を減額

規 定 整 備
第４条第２項

第５条第１項

第６条第２項

第７条第１項

第７条第２項

第10条

第12条

【時間講師を会計年度任用職員とすることに伴う改正】

人事委員会の関与に関する規定を整備

【日勤講師に係る読替え】

時間講師の休暇の付与及び報酬の減額の規定を日勤講師へ準用するに当た

っての読替え規定を整備

一部改正条例の規定整備
第６条第３項

第８条の２第２項

第13条の２

第８条の２第１項

【条例第６条の改正に伴う規定整備】＊１

○ 第６条第３項の改正規定を削除

○ 報酬の額を定める規定の変更に伴う引用条文の変更

○ 学校職員の給与に関する条例の言い換え規定の移行

【成年被後見人等に係る欠格条項の削除に伴う規定整備】＊２

地方公務員法第 16 条で定める欠格条項から成年被後見人等の規定が削除

されることに伴い、該当規定を削除
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施 行 期 日
附則第１項

第１号

第２号

令和２年４月１日

＊１の改正規定 公布の日

＊２の改正規定 令和元年 12月 14 日

経 過 措 置
附則第２項

附則第３項

附則第４項

令和２年３月 31 日現在準常勤講師で、同年４月１日以降時間講師に任用さ

れるもののうち、人事委員会の承認を得て教育委員会が別に定めるものにつ

いては、令和２年４月１日から令和５年３月 31 日までの間、従前のとおり

・病気休暇（報酬減額なし）を付与

・妊娠出産休暇については報酬減額なし
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～ 目 次 ～ 

１ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（２頁） 

２ 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（３頁） 

３ 職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例（４頁） 

４ 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（５頁） 

５ 非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

（６頁） 

６ 都立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例及び都立学校等に勤務する講師の報酬等に

関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（７頁） 

条 例 改 正 案 文 一 覧

別 添 
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職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
八
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
そ

の
月
の
給
料
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行

為
が
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
又
は
同
法
第

二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
に
相
当
し
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る

こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る
都
民
の
信
頼
を
確
保
し
、
給
料
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か

つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
東
京
都
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二

十
一
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ

ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
ま
だ
そ

の
月
の
給
料
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行

為
が
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
又
は
同
法
第

二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
相
当
し
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る

都
民
の
信
頼
を
確
保
し
、
給
料
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す

る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
東
京
都

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

第
九
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
一
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら
第
二

十
一
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ

ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
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ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
（
第
二
十
一
条
の
二
の
二
か

ら
第
二
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）

に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員

（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

  

２
か
ら
５
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二 

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
東
京
都
規

則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準

日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員

を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
期
末
手
当
の
不
支
給
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
地
方
公
務

員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員 

ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
（
第
二
十
一
条
の
二
の
二
か

ら
第
二
十
一
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）

に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務

員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、

ま
た
同
様
と
す
る
。 

２
か
ら
５
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
一
条
の
二 

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
東
京
都
規

則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
対
し
、
そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ

れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
東
京
都
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準

日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当

し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
東

京
都
規
則
で
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
の
不
支
給
） 

第
二
十
一
条
の
二
の
二 

（
略
） 

一 
（
略
） 

二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
地
方
公
務

員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員
（
同
法
第
十
六
条
第
一
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三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
も
の 

四 

第
二
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し

止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ

の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
も
の 

第
二
十
一
条
の
二
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。
） 

三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の

前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
で
、
そ
の

離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ

た
も
の 

四 

第
二
十
一
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し

止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
で
、
そ

の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
も
の 

第
二
十
一
条
の
二
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
七
ま
で 

（
略
） 
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学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

第
一
条
か
ら
第
九
条
ま
で 

（
略
） 

 

第
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

ま
だ
そ
の
月
の
給
料
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
が
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免

職
の
処
分
又
は
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
に
相
当
し
、

そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る
都
民
の
信
頼
を
確

保
し
、
給
料
に
関
す
る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重

大
な
支
障
を
生
ず
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員

会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
期
末
手
当
） 

３ 

職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、

ま
だ
そ
の
月
の
給
料
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
の
在

職
期
間
中
の
行
為
が
、
地
方
公
務
員
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免

職
の
処
分
又
は
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十

六
条
第
一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）
に
相
当
し
、
そ
の
月
ま
で
給
料
を

支
給
す
る
こ
と
が
、
公
務
に
対
す
る
都
民
の
信
頼
を
確
保
し
、
給
料
に
関
す

る
制
度
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
維
持
す
る
上
で
重
大
な
支
障
を
生
ず
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

（
略
） 

第
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
） 

第
二
十
四
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。） 

に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定 

第
二
十
四
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
か
ら 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。） 

に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定 

　5　



め
る
職
員
を
除
く
。）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委 

員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
（
第
二
十
四
条
の
二
の
二
か
ら 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。） 

に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た 

職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。） 

に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

め
る
職
員
を
除
く
。）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委 

員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
（
第
二
十
四
条
の
二
の
二
か
ら 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
ま
で
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
支
給
日
」
と
い
う
。） 

に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方 

公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定 

に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認 

を
得
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。 

２
か
ら
５
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２
か
ら
５
ま
で 

（
略
） 

（
勤
勉
手
当
） 

（
勤
勉
手
当
） 

第
二
十
四
条
の
二 

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
教

育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。）
に
対
し
、

そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委
員

会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準

日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事

委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と

す
る
。 

 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二 

勤
勉
手
当
は
、
基
準
日
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
職
員
（
教

育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員
を
除
く
。）
に
対
し
、

そ
の
者
の
勤
務
成
績
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
教
育
委
員

会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準

日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
第
一
号

に
該
当
し
て
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡

し
た
職
員
（
教
育
委
員
会
が
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
定
め
る
職
員
を
除

く
。）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

（
期
末
手
当
の
不
支
給
） 

（
期
末
手
当
の
不
支
給
） 

第
二
十
四
条
の
二
の
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二
の
二 

（
略
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
略
） 
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二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
地

方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員 

二 

基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
地

方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
た
職
員
（
同
法

第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
失
職
し
た
職
員
を
除
く
。） 

三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

三 

基
準
日
前
一
箇
月
以
内
又
は
基
準
日
か
ら
当
該
基
準
日
に
対
応
す
る
支

給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
離
職
し
た
職
員
（
前
二
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）
で
、
そ
の
離
職
し
た
日
か
ら
当
該
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

四 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除

く
。）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

四 

第
二
十
四
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
期
末
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除 

く
。）
で
、
そ
の
者
の
在
職
期
間
中
の
行
為
に
係
る
刑
事
事
件
に
関
し
禁
錮 こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
も
の 

第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
四
条
の
二
の
二
の
二
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

 

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で 

（
略
） 
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職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
七
十
六
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

職
員
が
前
項
第
一
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
若
し
く
は
第
二

十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
由
に
よ
り
退
職
等
と

な
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
旅
費
は
、

支
給
し
な
い
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
四
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条
及
び
第
二
条 

（
略
） 

（
旅
費
の
支
給
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

職
員
が
前
項
第
一
号
又
は
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
第
二
号
か
ら
第
五
号

ま
で
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事

由
に
よ
り
退
職
等
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
規

定
に
よ
る
旅
費
は
、
支
給
し
な
い
。 

４
か
ら
６
ま
で 

（
略
） 

第
四
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で 

（
略
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 
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職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
五
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
調
整
額
期
間
） 

第
八
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一
及
び
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に

含
む
も
の
と
さ
れ
た
都
が
設
立
団
体
と
な
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独

立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
第
五
号
に
規

定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
と
し
て
の
引

き
続
い
た
在
職
期
間 

四
か
ら
六
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
九
条
及
び
第
十
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た

者
に
対
す
る
在
職
期
間
に
係
る
特
例
） 

第
十
条
の
二 

職
員
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
都
が
設
立
団

体
と
な
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
当
該
都 

第
一
条
か
ら
第
七
条
ま
で 

（
略
） 

（
調
整
額
期
間
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
及
び
二 

（
略
） 

三 

第
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
に

含
む
も
の
と
さ
れ
た
都
が
設
立
団
体
と
な
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と

し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間 

  

四
か
ら
六
ま
で 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

第
九
条
及
び
第
十
条 

（
略
） 

（
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た

者
に
対
す
る
在
職
期
間
に
係
る
特
例
） 

第
十
条
の
二 

職
員
の
う
ち
、
任
命
権
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
都
が
設
立
団

体
と
な
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律 
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が
設
立
団
体
と
な
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続

い
て
再
び
職
員
と
な
つ
た
者
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
に
つ

い
て
は
、
先
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
の
終
期
ま
で
の
期
間
は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。 

  

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

（
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
） 

第
十
七
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
又
は
こ
れ
に
準
ず
る

退
職
を
し
た
者 

２
及
び
３ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

付 

則 

第
一
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
十
九
条 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十
三
条

第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字

句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
百
十
八
号
）
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
役
員
と
な
る
た
め
退
職
し
、
か
つ
、
当
該
都
が
設
立
団
体
と
な
る
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
役
員
と
し
て
在
職
し
た
後
引
き
続
い
て
再
び
職
員
と
な
つ

た
者
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
在
職
期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
先
の
職
員
と

し
て
の
在
職
期
間
の
始
期
か
ら
後
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
の
終
期
ま
で
の
期
間

は
、
職
員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。 

２ 

（
略
） 

第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

（
懲
戒
免
職
等
処
分
を
受
け
た
場
合
等
の
退
職
手
当
の
支
給
制
限
） 

第
十
七
条 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
失
職
（
同
法
第
十
六
条
第

一
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
退
職
を
し
た
者 

２
及
び
３ 

（
略
） 

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で 

（
略
） 

付 

則 
第
一
条
か
ら
第
二
十
八
条
ま
で 

（
略
） 

第
二
十
九
条 

平
成
三
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員
に
対
す
る
第
十

三
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
中
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 
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（
現
行
の
と
お
り
） 

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

 

（
略
） 

第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条 

（
略
） 
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 

現 
 

 
 

 
 

行 

題
名
及
び
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
改
正
規
定 

（
現
行
の
と
お
り
） 

題
名
及
び
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
の
改
正
規
定 

（
略
） 

 

第
五
条
中
「
一
般
職
非
常
勤
職
員
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六

条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
期
末
手
当
） 

第
五
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に

そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員

を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
東
京
都
規
則
で
定
め

る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
任
期
の
満

了
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
会
計

年
度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

 

２
か
ら
４
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
五
条
中
「
一
般
職
非
常
勤
職
員
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六

条
と
し
、
第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
期
末
手
当
） 

第
五
条 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に

そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
会
計
年
度
任
用
職
員

を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
東
京
都
規
則
で
定
め

る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職
し
、
若
し
く
は
任
期
の
満

了
に
よ
り
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し
て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定

に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
（
東
京
都
規
則
で
定
め
る
会
計
年

度
任
用
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

２
か
ら
４
ま
で 

（
略
） 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現
行 

目
次 

（
現
行
の
と
お
り
） 

目
次 

（
略
） 

第
一
章 
総
則 

第
一
章 

総
則 

第
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
一
条 

（
略
） 

(

用
語
の
定
義)

 
(

用
語
の
定
義)

 

第
二
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
二
条 

（
略
） 

（
削
除
） 

２ 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
準
常
勤
講
師
」
と
は
、
時
間
講
師
で
あ
つ
て
東
京
都
教

育
委
員
会(

以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。)

 

が
、
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き

認
定
し
た
も
の
を
い
う
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

３ 

（
略
） 

第
二
章 

時
間
講
師 

第
二
章 

時
間
講
師 

 
(

準
常
勤
講
師
の
認
定
の
基
準)

 

第
三
条 

削
除 

第
三
条 

準
常
勤
講
師
の
認
定
は
、
専
ら
都
立
学
校
等
に
勤
務
し
、
他
に
主
た
る
職

業
を
有
せ
ず
、
一
年
間
継
続
雇
用
の
者
で
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て

行
う
。 

 

一 

週
当
た
り
十
二
時
間
以
上
の
教
科
の
授
業
を
担
当
す
る
者 

 

二 

週
当
た
り
三
日
以
上
の
出
勤
日
数
を
有
す
る
者 

(

勤
務
時
間
等)

 
(

勤
務
時
間
等)

 

第
四
条 

時
間
講
師
の
勤
務
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。 

第
四
条 
時
間
講
師
の
勤
務
時
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
時
間
と
す
る
。 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
略
） 
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二 

東
京
都
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
授
業

の
実
施
に
付
随
す
る
業
務
に
要
す
る
時
間 

（
新
設
） 

三 
（
現
行
の
と
お
り
） 

二 

（
略
） 

２ 

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委

員
会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

勤
務
時
間
の
割
振
り
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

(

休
暇
の
付
与)

 
(

休
暇
の
付
与)

 

第
五
条 

時
間
講
師
に
は
、
次
に
掲
げ
る
休
暇
を
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

準
常
勤
講
師
に
は
次
に
掲
げ
る
休
暇
を
、
そ
れ
以
外
の
時
間
講
師
に
は
第

一
号
に
掲
げ
る
休
暇
を
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
付
与
す
る
も

の
と
す
る
。 

一 

（
現
行
の
と
お
り
） 

一 

（
略
） 

（
削
除
） 

二 

病
気
休
暇 

二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

三 

（
略
） 

三 

介
護
休
暇(

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

 

（
新
設
） 

四 

介
護
時
間 

（
新
設
） 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ

の
他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
時
間
講
師
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

場
合
に
お
け
る
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、

妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、

夏
季
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
と
す
る
。 

２ 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の

他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
準
常
勤
講
師
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場

合
に
お
け
る
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
及
び
慶
弔
休
暇
と
す
る
。 

(

報
酬
の
額
等)

 
(

報
酬
の
額
等)

 

第
六
条 

時
間
講
師
に
は
、
時
間
を
単
位
と
し
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁

償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）

第
六
条 
時
間
講
師
に
は
、
基
礎
報
酬
を
支
給
す
る
。 
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第
二
条
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
の
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
報
酬
の
支
給
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

２ 

準
常
勤
講
師
に
は
、
前
項
の
基
礎
報
酬
の
ほ
か
、
付
加
報
酬
を
支
給
す
る
。 

（
削
除
） 

３ 

前
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
報
酬
及
び
付
加
報
酬
は
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
勤
務
時
間
を
基
準
と
し
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 
 

一 

基
礎
報
酬 

時
間
を
単
位
と
し
、
そ
の
額
は
、
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号)

第
二
条

に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

二 

付
加
報
酬 

学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条

例
第
六
十
八
号
）
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
の
規
定
に
準
じ
て
定
め

る
も
の
と
す
る
。 

（
削
除
） 

４ 

前
項
に
規
定
す
る
報
酬
の
支
給
額
、
支
給
方
法
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

(

報
酬
の
減
額)

 
(

報
酬
の
減
額)

 

第
七
条 

時
間
講
師
が
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一

部
を
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休

暇
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
妊
娠
出
産
休
暇
、
母
子
保
健
健

診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
、
生
理
休
暇
及

び
短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。
）
を
承
認
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
の

承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
額
し

て
報
酬
を
支
給
す
る
。 

第
七
条 

時
間
講
師
が
、
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部

を
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
準
常
勤
講
師
が
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
年
次
有

給
休
暇
、
病
気
休
暇(

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
数
を
限
度
と
す
る
。)

 

又

は
特
別
休
暇
を
、
そ
れ
以
外
の
時
間
講
師
が
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
年
次
有
給
休

暇
を
承
認
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い
時
間
に
つ
い
て
、
前
条
に
定

め
る
報
酬
を
支
給
し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
勤
務
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則
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
勤
務
し
な
い
場
合
は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
報
酬
の
減
額
を
免
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

し
な
い
場
合
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
報
酬
の
減
額
を
免

除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
条
及
び
第
九
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
八
条
及
び
第
九
条 

（
略
） 

（
休
暇
の
付
与
） 

（
休
暇
の
付
与
） 

第
十
条 

第
五
条
の
規
定
は
、
日
勤
講
師
の
休
暇
の
付
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
時
間
講
師
」
と
あ
る
の

は
、「
日
勤
講
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
条 

日
勤
講
師
に
は
、
次
に
掲
げ
る
休
暇
を
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教

育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
削
除
） 

 

一 

年
次
有
給
休
暇 

（
削
除
） 

 

二 

特
別
休
暇 

（
削
除
） 

 

三 

介
護
休
暇
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
削
除
） 

 

四 

介
護
時
間 

（
削
除
） 

２ 

前
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
は
、
選
挙
権
の
行
使
、
結
婚
、
出
産
そ
の

他
の
特
別
の
事
由
に
よ
り
、
日
勤
講
師
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
公
民
権
行
使
等
休
暇
、
妊
娠
出
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦

通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
子
ど
も
の
看
護
休
暇
、
生
理
休
暇
、
慶
弔
休
暇
、
夏
季

休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
と
す
る
。 

第
十
一
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

（
報
酬
の
減
額
） 
（
報
酬
の
減
額
） 

第
十
二
条 

日
勤
講
師
が
、
第
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を

勤
務
し
な
い
と
き
は
、
第
十
条
で
準
用
す
る
第
五
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
年
次
有
給
休
暇
又
は
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇(

妊
娠
出
産
休
暇
、

第
十
二
条 

日
勤
講
師
が
、
第
九
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
勤

務
し
な
い
と
き
は
、
第
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
年
次
有
給
休
暇
又
は
同

項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇(

妊
娠
出
産
休
暇
、
母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
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母
子
保
健
健
診
休
暇
、
妊
婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
生
理
休
暇
及
び
短
期
の

介
護
休
暇
を
除
く
。)

 

を
承
認
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を

得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
額
し
て
報
酬

を
支
給
す
る
。 

婦
通
勤
時
間
、
育
児
時
間
、
生
理
休
暇
及
び
短
期
の
介
護
休
暇
を
除
く
。)

 

を
承

認
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め

る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
減
額
し
て
報
酬
を
支
給
す
る
。 

２ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

２ 

（
略
） 

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条 

（
現
行
の
と
お
り
） 

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条 

（
略
） 
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都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
東
京
都
条
例
第
百
二
十
三
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改
正
案 

現 

行 
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京

都
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
講
師
の
報
酬
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
東
京

都
条
例
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

目
次
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
の
二
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
の

二
」
に
改
め
る
。 

目
次
中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
の
二
」
に
、
「
第
十
三
条
」
を
「
第
十
三
条
の

二
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
で
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
の
う
ち
時
間
を
単
位
と
し
て
勤
務
す
る
も

の
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度

任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
時
間
を
単
位
と
し
て
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教

員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
で
常
時
勤
務
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
日
を
単

位
と
し
て
勤
務
す
る
も
の
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
一
日
を
単
位
と
し
て

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
で
常
時
勤
務
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
も
の
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十

八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
者
（
以
下
「
再
任
用
短

時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）
を
除
く
。）
の
う
ち
時
間
を
単
位
と
し
て
勤
務
す
る
も

の
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度

任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
時
間
を
単
位
と
し
て
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教

員
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
で
常
時
勤
務
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
も
の
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
一
日
を
単

位
と
し
て
勤
務
す
る
も
の
」
を
「
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
一
日
を
単
位
と
し
て

都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
教
員
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下

「
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。）
」
に
改
め
る
。 

第
四
条
第
二
項
中
「
教
育
委
員
会
規
則
」
を
「
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下

「
教
育
委
員
会
規
則
」
と
い
う
。）
」
に
改
め
る
。 

 
第
六
条
第
三
項
第
一
号
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
」
を
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
に
改

め
、
同
項
第
二
号
中
「
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八
号
」
の
下
に
「
。
以

下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
」
を
加
え
、
「
第
二
十
四
条
及
び
」
を
削
り
、
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同
条
第
四
項
中
「
事
項
は
、
」
の
下
に
「
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員

会
」
と
い
う
。
）
の
承
認
を
得
て
」
を
加
え
る
。 

第
二
章
中
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
二
章
中
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
八
条
の
二 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
時
間
講
師
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間

講
師
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職

し
、
若
し
く
は
任
期
の
満
了
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
時
間
講
師
（
教
育

委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
講
師
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。 

第
八
条
の
二 

期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
時
間
講
師
（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間

講
師
を
除
く
。
）
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
会
計
年
度
の
教
育
委

員
会
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
箇
月
以
内
に
退
職

し
、
若
し
く
は
任
期
の
満
了
に
よ
り
、
若
し
く
は
法
第
十
六
条
第
一
号
に
該
当
し

て
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
時
間
講
師

（
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
講
師
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様

と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
報
酬
の
額

を
基
礎
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
月
額
に
換
算
し
た
額

に
、
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
六
十
八

号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る

職
員
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
を
除
く
。
）
に
適
用
さ
れ
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
と
す
る
。 

２ 

期
末
手
当
の
額
は
、
第
六
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
報

酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
月
額
に
換
算

し
た
額
に
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
に
掲
げ
る
職
員
（
同
条
第

二
項
に
規
定
す
る
教
育
五
級
等
職
員
を
除
く
。
）
に
適
用
さ
れ
る
割
合
を
乗
じ
て

得
た
額
に
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

３ 

期
末
手
当
の
不
支
給
及
び
一
時
差
止
め
は
、
学
校
職
員
給
与
条
例
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。 

３ 

期
末
手
当
の
不
支
給
及
び
一
時
差
止
め
は
、
学
校
職
員
給
与
条
例
の
適
用
を
受

け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。 

４ 

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
期
末
手
当
の
支
給
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 

４ 

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
期
末
手
当
の
支
給
等
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。 
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第
九
条
中
「
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）」
を
「
人

事
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

第
九
条
中
「
東
京
都
人
事
委
員
会
（
以
下
「
人
事
委
員
会
」
と
い
う
。
）」
を
「
人

事
委
員
会
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を

「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
十
一
条
第
一
項
中
「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
」
を

「
非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例
」
に
改
め
る
。 

第
十
三
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
十
三
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
講
師
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
勤

講
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
講
師
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
勤

講
師
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
三
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

第
三
章
中
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
期
末
手
当
） 

（
期
末
手
当
） 

第
十
三
条
の
二 

第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
日
勤
講
師
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
日

勤
講
師
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第

一
項
」
と
、
「
方
法
に
よ
り
月
額
に
換
算
し
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
額
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
三
条
の
二 

第
八
条
の
二
の
規
定
は
、
日
勤
講
師
の
期
末
手
当
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
時
間
講
師
」
と
あ
る
の
は
「
日

勤
講
師
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
六
条
第
三
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
十

一
条
第
一
項
」
と
、
「
方
法
に
よ
り
月
額
に
換
算
し
た
額
」
と
あ
る
の
は
「
額
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

第
十
四
条
中
「
事
項
は
、
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
」
を
加
え
、

同
条
後
段
を
削
る
。 

第
十
四
条
中
「
事
項
は
、
」
の
下
に
「
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て
」
を
加
え
、

同
条
後
段
を
削
る
。 

附 

則 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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